
合
衆
国
に
お
け
る
州
外
会
社
の
法
規
制
の
概
観

　
　
　
　
　
内
部
事
項
原
則
に
関
す
る
若
干
の
考
察

眞

砂

康

司

合衆国における州外会社の法規制の概観

一二三四五

は
じ
め
に

州
外
会
社
に
関
す
る
法
規
制
と
基
本
的
原
則

会
社
内
部
事
項
に
関
す
る
原
則

一
州
内
に
お
け
る
州
外
会
社
の
活
動
と
そ
の
法
規
制

お
わ
り
に

は
じ
め
に

　
ハ
　
レ

　
州
ご
と
に
民
商
法
の
内
容
を
異
に
す
る
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
複
数
の
州
に
跨
が
っ
て
活
動
す
る
法
人
た
る
会
社
は
、
多
く
の
法
選
択
問
題

を
惹
起
す
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
大
別
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
一
つ
は
会
社
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
自
然
人
の
い
ず
れ
か
一
方
に
限
定
さ
れ
な
い
性
質
の
問
題
　
　
契
約
や
不
法
行
為
と
い
っ
た
問
題
　
　
が
属
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
会
社
に
特
有
の
問
題
が
属
す
る
も
う
一
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
例
え
ば
、
株
式
の
発
行
、
株
主
総
会
の
開
催

一151一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

と
い
っ
た
会
社
の
内
部
的
な
事
項
が
含
ま
れ
、
そ
れ
ら
は
一
般
的
に
会
社
の
内
部
事
項
（
冒
措
ヨ
巴
＞
睦
巴
邑
と
よ
ば
れ
る
。
合
衆
国
抵
触

法
上
、
こ
の
会
社
の
内
部
事
項
に
つ
い
て
は
、
会
社
の
設
立
州
法
の
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
会
社

の
内
部
事
項
に
設
立
州
法
の
適
用
を
要
求
す
る
法
選
択
原
則
は
、
内
部
事
項
の
法
規
制
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
不
合
理
な
間
題
を
生
ぜ
し
め

る
。
す
な
わ
ち
、
形
式
的
に
は
A
州
で
設
立
さ
れ
た
が
、
B
州
を
主
た
る
営
業
地
（
7
ぎ
o
昼
巴
国
9
。
8
9
ω
5
ぎ
8
ω
）
と
し
て
、
そ
こ
で
専

ら
ま
た
は
主
と
し
て
活
動
し
、
実
質
的
に
は
B
州
で
設
立
さ
れ
た
州
内
会
社
と
変
わ
ら
な
い
会
社
（
擬
似
州
外
会
社
”
評
①
＆
o
均
o
邑
曽

O
o
∈
9
呂
9
）
の
内
部
事
項
に
つ
い
て
も
、
B
州
で
は
設
立
州
法
た
る
A
州
法
を
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
B
州
の
立
法
政
策
が
無
視
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

れ
て
し
ま
う
と
い
う
間
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
合
衆
国
の
各
裁
判
所
で
は
、
会
社
の
内
部
事
項
に
関
す
る
間
題
に
つ
い
て
は
、
既
述
の
よ
う
に
、

設
立
州
法
の
適
用
を
要
求
す
る
法
選
択
原
則
が
用
い
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
こ
の
法
選
択
原
則
は
、
右
の
よ
う
な
不
合
理
な
問
題
を
生
ぜ
し
め

う
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
会
社
の
内
部
事
項
に
関
す
る
法
選
択
原
則
と
し
て
依
然
そ
の
存
在
意
義
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
そ
こ
で
認
め
ら
れ
て
い
る
存
在
意
義
と
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
近
年
、
不
法
行
為
や
契
約
と
い
っ
た
他
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

財
産
法
分
野
の
法
選
択
理
論
が
伝
統
的
理
論
か
ら
新
し
い
方
法
論
へ
と
革
新
的
な
展
開
を
遂
げ
て
き
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
れ
に
つ
い
て
一

度
整
理
を
し
て
お
く
こ
と
も
必
要
と
思
わ
れ
る
。

　
本
稿
は
、
現
代
の
抵
触
法
上
、
こ
の
会
社
の
内
部
事
項
に
関
す
る
法
選
択
原
則
が
一
体
ど
の
よ
う
な
存
在
意
義
を
有
し
て
い
る
の
か
と
い
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

た
間
題
を
考
察
す
る
先
ず
は
第
一
歩
と
し
て
、
合
衆
国
に
お
け
る
一
般
的
な
州
外
会
社
（
擬
似
州
外
会
社
を
除
く
）
に
関
す
る
法
規
制
と
基
本

的
な
原
則
を
概
観
し
、
そ
し
て
、
こ
の
法
規
制
の
中
で
会
社
の
内
部
事
項
に
関
す
る
法
選
択
原
則
の
占
め
る
位
置
を
整
理
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

一152一

（
1
）

ω
富
冨
を
訳
す
場
合
、
「
独
立
し
た
法
地
域
」
も
し
く
は
「
邦
」
と
い
う
訳
（
河
村
博
文
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
州
外
会
社
の
ー
ア
メ
リ
カ
低

触
法
第
ニ
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
ー
」
北
九
州
大
学
法
政
論
集
一
四
巻
三
号
九
四
頁
（
一
九
八
六
年
）
、
ア
メ
リ
カ
抵
触
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
研
究
会
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（
2
）

（
3
）54

（
6
）

「
〈
邦
訳
〉
ア
メ
リ
カ
抵
触
法
第
ニ
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
（
一
）
」
民
商
法
雑
誌
七
三
巻
五
号
一
三
六
頁
（
一
九
七
六
年
）
）
が
用
い
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、

引
用
な
い
し
は
参
照
英
文
中
に
ω
母
お
と
い
う
単
語
が
使
わ
れ
る
場
合
、
州
外
会
社
、
州
内
会
社
と
い
っ
た
よ
う
な
訳
語
と
の
関
係
も
あ
り
、
そ
の
訳

と
し
て
は
州
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
ω
富
富
は
、
合
衆
国
の
一
部
を
さ
す
と
き
は
所
謂
合
衆
国
五
〇
州
以
外
の
法
域
（
例
、
コ
ロ

ン
ビ
ア
特
別
区
）
を
含
ん
で
い
る
。
の
S
ζ
9
色
切
ま
ヨ
霧
ω
O
o
∈
o
声
二
8
＞
9
響
卜
O
（
認
）
旧
刀
①
。
。
富
房
ヨ
〇
三
あ
Φ
8
コ
ρ
0
9
臣
9
9
匿
≦
ω
ゆ

ω
（
一
零
一
）
。
北
沢
正
啓
・
平
出
慶
道
共
訳
『
ア
メ
リ
カ
模
範
会
社
法
』
第
一
．
四
〇
条
圏
（
一
九
八
八
年
）
、
「
＞
ヨ
①
ユ
8
⇒
8
∈
o
轟
怠
9
冨
≦
」
（
渋

谷
光
子
）
英
米
商
事
法
辞
典
（
一
九
八
六
年
）
も
参
照
。

こ
れ
ら
の
問
題
の
準
拠
法
に
つ
い
て
は
刀
o
ω
冨
お
ヨ
Φ
三
、
ω
①
8
且
る
9
旨
9
9
霊
ξ
ω
ゆ
G
。
〇
二
お
譲
）
参
照
。
な
お
、
抵
触
法
第
ニ
リ
ス
テ
イ
ト

メ
ン
ト
の
第
＝
二
章
事
業
会
社
に
つ
い
て
は
、
河
村
博
文
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
州
外
会
社
の
（
二
）
（
三
）
ー
ア
メ
リ
カ
抵
触
法
第
ニ
リ
ス

テ
イ
ト
メ
ン
ト
ー
」
北
九
州
大
学
法
政
論
集
一
四
巻
三
号
九
三
頁
以
下
（
一
九
八
六
年
）
、
一
六
巻
二
号
一
頁
以
下
（
一
九
八
九
年
）
、
一
九
巻
四
号
四

九
頁
以
下
（
一
九
九
二
年
）
で
詳
細
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。

刀
o
o
ω
①
き
O
訳
m
鳳
ヨ
帥
P
S
ぎ
ト
o
ミ
O
o
ミ
§
き
偽
O
o
愚
o
ミ
融
旨
誉
蹄
。
づ
、
O
ぎ
篤
8
亀
卜
o
ミ
§
織
ミ
鳴
』
ミ
旨
9
亀
肉
ミ
』
肉
9
さ
§
亀
O
ミ
§
斜
㎝
o。
O
o
一
⊆
ヨ
●

r
刀
①
＜
巳
一
＝
o
o
｝
＝
曽
（
お
㎝
Oo）
．

拙
稿
「
擬
似
外
国
会
社
の
法
規
制
の
問
題
」
関
西
大
学
法
学
論
集
三
八
巻
四
号
九
七
頁
以
下
参
照
（
一
九
八
八
年
）
。

こ
こ
に
い
う
革
新
的
な
展
開
に
つ
い
て
は
我
国
に
お
い
て
も
こ
れ
ま
で
に
数
多
く
の
研
究
、
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
。
砂
川
恵
伸
「
ア
メ
リ
カ
抵
触
法

に
お
け
る
利
益
分
析
論
ー
カ
リ
ー
の
基
礎
理
論
を
中
心
と
し
て
ー
」
国
際
法
外
交
雑
誌
八
一
巻
五
号
一
頁
以
下
（
一
九
八
二
年
）
、
西
賢
『
国
際
私
法

の
基
礎
』
二
〇
八
頁
以
下
（
一
九
八
三
年
）
、
本
浪
章
市
『
英
米
国
際
私
法
判
例
の
研
究
　
国
際
私
法
序
論
』
三
頁
以
下
（
一
九
八
六
年
）
、
松
岡
博

『
国
際
私
法
に
お
け
る
法
選
択
規
則
構
造
論
』
五
五
頁
以
下
（
一
九
八
七
年
）
、
丸
岡
松
雄
「
カ
リ
ー
の
政
府
利
益
の
理
論
（
一
）
（
二
）
（
三
）
（
四
）

（
五
・
完
）
」
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
二
三
巻
一
号
一
頁
以
下
、
二
号
一
頁
以
下
（
一
九
七
三
年
）
、
三
・
四
号
九
一
頁
以
下
、
二
四
巻
一
号
三
三
頁
以

下
、
二
号
一
頁
以
下
（
一
九
七
四
年
）
、
三
浦
正
人
「
ア
メ
リ
カ
抵
触
法
に
お
け
る
法
選
択
方
法
論
ー
セ
ド
ラ
ー
教
授
の
論
文
（
一
九
八
三
年
）
に
就

い
て
ー
」
名
城
法
学
三
七
巻
西
山
還
暦
記
念
六
三
七
頁
以
下
（
一
九
八
八
年
）
、
他
参
照
。

州
内
会
社
、
州
外
会
社
の
区
別
は
一
州
か
ら
み
て
自
州
法
に
依
拠
し
て
設
立
さ
れ
た
か
、
そ
う
で
な
い
か
に
よ
る
（
。
う
S
勾
窃
富
冨
ヨ
o
鼻
ω
9
0
コ
ρ

O
o
三
＝
〇
一
〇
｛
冨
（
ω
ゆ
器
9
0
0
ヨ
ヨ
①
三
〇
（
お
二
）
葛
一
①
言
ぎ
『
O
閤
O
o
∈
㈱
o。
鵠
O
O
（
℃
R
日
国
α
）
）
。
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二
　
州
外
会
社
に
関
す
る
法
規
制
と
基
本
的
原
則

　
現
在
の
合
衆
国
に
お
け
る
州
外
会
社
に
関
す
る
法
規
制
と
基
本
的
な
原
則
を
概
観
す
る
に
あ
た
っ
て
、
先
ず
は
、
一
八
○
○
年
代
半
ば
の
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
マ

邦
最
高
裁
判
所
の
判
例
、
田
艮
9
＞
罐
5
寅
＜
』
毘
①
事
件
、
評
巳
く
●
≦
お
巨
ゆ
事
件
を
み
て
み
よ
う
。
こ
れ
ら
の
判
決
で
は
、
州
外
会

社
の
法
規
制
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
意
見
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
「
地
域
法
の
単
な
る
創
造
物
で
あ
る
会
社
は
、
そ
れ
が
創
造
さ
れ
た
州
の
範
囲
外
で
は
法
的
存
在
を
有
す
る
こ
と
が
で
き
な

　
ハ
　
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
り

い
。
」
…
…
（
つ
ま
り
）
「
会
社
は
そ
れ
が
創
造
さ
れ
た
場
所
で
居
住
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
他
州
に
移
住
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

　
こ
の
よ
う
な
「
あ
る
州
に
よ
り
創
造
さ
れ
た
会
社
は
」
礼
譲
に
よ
っ
て
「
他
州
に
お
い
て
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
そ
の
裁
判
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」

　
（
そ
し
て
）
礼
譲
の
下
に
お
け
る
会
社
の
存
在
の
承
認
と
契
約
内
容
の
実
施
は
…
…
他
州
の
同
意
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
り
、
…
…
当
然
に
、

そ
の
よ
う
な
同
意
は
課
す
の
に
適
切
と
考
え
ら
れ
る
条
件
に
基
づ
き
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ら
の
州
は
「
…
…
州
外
会
社
を
完
全
に
排

斥
で
き
る
し
、
」
ま
た
、
そ
う
し
な
い
場
合
で
も
「
…
…
活
動
を
一
定
の
地
域
的
な
も
の
に
制
限
で
き
る
し
、
…
…
州
外
会
社
が
自
州
の
市
民

と
締
結
し
た
契
約
の
履
行
の
た
め
に
最
上
の
公
的
利
益
を
促
進
す
る
と
州
が
判
断
す
る
担
保
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
全
て
の
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ズ
　
ソ

は
州
の
裁
量
に
任
さ
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
判
決
に
み
ら
れ
る
、
「
一
　
会
社
は
一
州
の
法
の
創
造
物
で
あ
り
、
そ
の
州
以
外
の
州
で
は
存
在
で
き
ず
、
他
州
に
お
け
る
そ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
マ
　

い
っ
た
会
社
の
存
在
と
活
動
は
礼
譲
の
原
則
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
、
二
　
他
州
は
、
礼
譲
の
原
則
を
堅
持
す
る
義
務
は
な
く
、
し
た

が
っ
て
、
州
外
会
社
を
排
斥
で
き
る
」
と
い
う
原
則
は
、
時
代
背
景
の
相
違
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
、
種
々
の
問
題
を
内
在
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
パ
　
　

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
み
る
よ
う
に
、
現
在
の
州
外
会
社
の
法
規
制
に
お
い
て
も
基
本
的
に
大
き
な
変
更
な
く
維
持
さ
れ
て
い
る
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
「
会
社
は
一
州
の
法
の
創
造
物
で
あ
り
、
そ
の
州
以
外
の
州
で
は
存
在
で
き
ず
、
他
州
に
お
け
る
そ
う
い
っ
た
会
社
の
存
在
と
活
動
は
礼

譲
の
原
則
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
」
　
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
の
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
に
よ
れ
ば
、
依
然
と
し
て
、
会
社
は
、
そ
れ
を
創
造
し
た
法
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所
属
州
以
外
の
州
で
は
法
的
存
在
を
有
し
え
ず
、
会
社
は
、
礼
譲
の
問
題
と
し
て
ま
た
は
積
極
的
な
認
容
に
よ
っ
て
、
他
州
で
存
在
し
た
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
は
　

営
業
活
動
を
行
う
権
利
を
そ
の
他
州
か
ら
得
る
と
さ
れ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
現
在
で
は
、
州
外
会
社
の
法

規
制
と
し
て
、
一
定
の
条
件
に
基
づ
き
州
外
会
社
に
州
内
営
業
活
動
を
明
示
に
認
め
る
憲
法
上
ま
た
は
制
定
法
上
の
規
定
が
全
く
一
般
的
な
も

の
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
憲
法
上
ま
た
は
制
定
法
上
の
規
定
が
な
い
場
合
に
州
内
営
業
活
動
を
行
う
州
外
会
社
の
権
利
が
礼
譲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

に
よ
り
決
定
、
判
断
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
特
に
州
内
営
業
活
動
の
許
可
に
関
し
て
、
礼
譲
の
原
則
が
機

能
す
る
場
面
は
非
常
に
限
定
さ
れ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ
　

　
二
「
州
は
礼
譲
の
原
則
を
堅
持
す
る
義
務
は
な
く
、
州
外
会
社
を
排
斥
で
き
る
」
　
一
州
は
、
か
な
り
制
限
さ
れ
る
が
、
例
え
ば
、
州
際
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
漁
）
、

商
に
従
事
す
る
州
外
会
社
を
排
斥
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
っ
た
よ
う
な
連
邦
憲
法
上
の
制
約
等
が
あ
る
力
　
州
内
か
ら
完
全
に
州
外
会
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
は
　

を
排
斥
す
る
こ
と
を
望
む
な
ら
ば
、
理
論
上
依
然
と
そ
う
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
か
か
る
州
外
会
社
を
州
内
か
ら
排
斥
す
る
州
の
権
限
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
め
　

連
邦
最
高
裁
判
所
に
お
い
て
繰
り
返
し
承
認
さ
れ
て
き
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
今
日
で
も
、
一
州
は
自
州
の
創
造
物
で
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
い
レ

州
外
会
社
を
排
斥
す
る
権
限
を
有
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
州
外
会
社
の
州
内
営
業
活
動
は
州
に
経
済
発
展
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
レ
レ

こ
の
よ
う
な
排
斥
権
限
は
め
っ
た
に
行
使
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
権
限
の
存
在
意
義
は
、
州
外
会
社
を
排
斥
す
る
こ
と
そ
れ

自
体
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
州
外
会
社
を
排
斥
で
き
る
か
ら
一
州
は
、
当
然
、
州
外
会
社
に
対
し
て
州
内
営
業
活
動
の
た
め
に
州
内
に
入
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
を
認
め
る
代
価
と
し
て
一
定
条
件
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
　
　
こ
れ
も
旧
態
依
然
と
し
た
理
論
構
成
で
あ
る
　
　
と
い
う
点
に
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
一
州
内
に
お
け
る
州
外
会
社
の
存
在
と
活
動
如
何
の
問
題
に
関
し
て
、
次
の
点
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、

活
動
地
州
が
課
す
州
内
営
業
活
動
の
条
件
に
従
わ
な
か
っ
た
た
め
に
州
外
会
社
に
州
内
営
業
活
動
の
資
格
が
付
与
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ル
　

か
か
る
会
社
は
会
社
と
し
て
の
法
的
地
位
を
失
う
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
州
外
会
社
の
法
的
地
位
が
承
認
さ
れ
た
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め
　

か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
州
外
会
社
が
州
内
営
業
活
動
に
従
事
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
レ

州
外
会
社
の
州
内
営
業
活
動
の
許
可
と
州
外
会
社
の
法
的
地
位
の
承
認
と
の
間
に
は
区
別
が
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
後
者
の
法
的
地
位
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぬ
　

1
具
体
的
に
は
、
会
社
の
名
に
お
い
て
訴
え
、
訴
え
ら
れ
る
能
力
や
株
主
責
任
の
制
限
な
ど
　
　
は
全
て
の
法
域
で
承
認
さ
れ
る
（
抵
触
法
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
カ
ソ

ニ
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
ニ
九
七
条
注
a
）
と
い
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
法
的
地
位
の
承
認
の
根
拠
に
関
し
て
は
、
会
社
は
設
立
州
内
で
法
人
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
事
実
は
単
な
る
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ぬ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
ソ

実
の
承
認
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
法
域
で
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
、
礼
譲
の
原
則
の
無
用
論
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー

の
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
に
よ
れ
ば
、
既
述
の
よ
う
に
、
会
社
は
、
礼
譲
の
問
題
と
し
て
ま
た
は
積
極
的
な
認
容
に
よ
っ
て
、
他
州
で
存
在
し
た

り
、
営
業
活
動
を
行
う
権
利
を
そ
の
他
州
か
ら
得
る
と
さ
れ
て
い
る
。
抵
触
法
第
ニ
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
ニ
九
七
条
で
は
ど
の
よ
う
な
法
的
根

拠
で
会
社
の
法
的
地
位
が
全
て
の
法
域
で
承
認
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
特
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。

　
た
だ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
州
外
会
社
の
州
内
営
業
活
動
の
許
可
に
お
け
る
よ
う
な
条
件
が
課
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
州
外
会
社
の
法
的
地
位

は
他
州
に
お
い
て
承
認
さ
れ
る
と
い
え
よ
う
。

　
さ
て
、
以
上
、
ざ
っ
と
、
会
社
を
一
州
法
の
創
造
物
で
あ
る
と
す
る
理
解
か
ら
は
じ
ま
る
原
則
が
現
在
の
州
外
会
社
の
法
規
制
に
お
い
て
ど

の
よ
う
に
維
持
さ
れ
て
い
る
か
を
概
観
し
た
。
次
は
、
密
接
な
関
係
が
依
然
と
保
た
れ
て
い
る
会
社
の
内
部
事
項
と
設
立
州
と
の
関
係
に
若
干

ふ
れ
て
お
こ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
後
で
、
会
社
活
動
の
盛
ん
な
現
在
、
州
外
会
社
が
設
立
州
以
外
の
州
で
活
動
す
る
際
の
活
動
地
州
法
の
規
制

と
設
立
州
法
の
規
制
と
の
関
係
を
み
て
み
た
い
。
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ω
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ω
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コ
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凶
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一
〇
脇
ピ
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類
ω
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8
8
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m
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一
㊤
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●

刀
o
ω
＄
5
ヨ
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噂
ω
0
8
区
る
9
臣
9
9
ピ
餌
（
ω
ゆ
b
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0
8
8
ヨ
ヨ
①
三
ダ
ρ
会
社
に
付
随
す
る
ま
た
は
黙
示
の
権
能
の
一
つ
に
訴
え
を
提
起
、
維
持
す

る
権
能
（
8
毛
〇
二
〇
の
垢
）
を
挙
げ
う
る
が
、
こ
れ
に
つ
き
、
州
外
会
社
は
、
そ
う
す
る
こ
と
が
明
示
の
制
定
法
規
定
に
よ
り
妨
げ
ら
れ
な
い
な
ら

ば
、
ま
た
は
州
の
確
立
さ
れ
た
ポ
リ
シ
ー
に
反
す
る
請
求
を
主
張
、
執
行
す
る
こ
と
、
も
し
く
は
か
か
る
会
社
に
通
常
か
つ
必
然
的
に
属
さ
な
い
権
利

を
衡
平
法
上
執
行
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
な
い
な
ら
ば
、
礼
譲
の
原
則
の
下
、
他
州
や
他
国
の
裁
判
所
に
お
い
て
州
内
会
社
や
非
居
住
の
自
然
人
と
同

じ
、
コ
モ
ン
ロ
ー
上
ま
た
は
衡
平
法
上
の
訴
訟
を
提
起
、
維
持
す
る
権
能
を
有
し
て
い
る
。
こ
れ
は
今
や
確
立
さ
れ
た
ル
ー
ル
で
あ
る
（
固
9
9
9

。う

§

》
ミ
コ
o
冨
曾
ゆ
o。
①
8
）
と
さ
れ
る
。
の
S
ミ
。
。
o
ρ
○
＝
窪
α
①
『
ω
o
P
↓
冨
℃
o
ω
三
〇
コ
9
閃
o
お
蒔
昌
O
o
∈
9
ゆ
鉱
o
霧
ヨ
＞
ヨ
R
凶
8
コ

O
o
＝
o
・
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一
』
ユ
o
コ
巴
［
”
ξ
ω
o
o
I
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（
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〇
一
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）
●

刀
o
ω
感
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①
ヨ
①
鼻
ω
①
8
且
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o
琶
凶
9
0
噛
密
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ω
㈱
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。
。
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ヨ
ヨ
①
三
㊤
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お
刈
一
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。

い
＝
，
ω
Φ
巴
ρ
卜
。
＞
↓
8
m
房
①
o
昌
誓
①
O
o
三
一
一
9
0
｛
ピ
四
譲
ω
励
一
①
①
』
（
一
8
㎝
）
，

蕊
。
⑳
一
①
9
合
川
上
（
注
7
）
六
頁
参
照
。
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三
　
会
社
内
部
事
項
に
関
す
る
原
則

　
前
章
で
の
判
例
の
概
観
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
一
八
○
○
年
代
半
ば
、
一
州
法
の
創
造
物
と
さ
れ
る
会
社
も
州
境
を
越
え
、
設
立
州
以
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ
ぜ

の
州
で
営
業
活
動
に
従
事
し
う
る
こ
と
が
一
応
確
立
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
も
、
裁
判
管
轄
権
の
側
面
に
お
い
て
は
、
依
然
、
非
常
に
強
い
設
立

州
へ
の
執
着
が
残
存
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
州
外
会
社
が
設
立
州
以
外
の
州
で
営
業
活
動
を
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
後
も
、

多
く
の
裁
判
所
は
、
州
外
会
社
の
内
部
事
項
に
関
す
る
問
題
は
設
立
州
以
外
の
州
で
は
そ
の
裁
判
管
轄
権
の
射
程
範
囲
外
に
置
か
れ
る
と
い
う
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い

見
解
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
一
州
の
裁
判
所
は
州
外
会
社
の
会
社
事
項
の
内
部
的
取
扱
い
に
単
に
関
係
す
る
争
訟
に
判
決
を
下
し
た
り
、
そ
の

取
扱
い
に
関
わ
る
権
利
の
如
何
を
判
断
す
る
権
限
を
行
使
せ
ず
、
設
立
州
の
裁
判
所
に
内
部
事
項
の
取
扱
い
に
関
す
る
問
題
の
解
決
を
任
す
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ヨ
ヘ

い
う
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。
一
州
は
、
州
外
会
社
に
関
し
て
く
巨
8
ユ
巴
ε
類
R
（
監
督
権
）
を
有
せ
ず
、
そ
れ
は
排
他
的
に
設
立
州
に
属
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
　
　

る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
内
部
事
項
に
関
す
る
法
選
択
原
則
も
、
沿
革
的
に
は
、
設
立
州
の
排
他
的
な
規
制
権
限
を
根
拠
に
存
続
し
て
き
た

　
、
　
　
萢
、

と
v
え
る
力
　
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
会
社
の
内
部
事
項
と
設
立
州
と
の
密
接
な
関
係
は
、
先
ず
は
右
の
よ
う
に
裁
判
管
轄
権
に
関
す
る
原
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　

に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
よ
う
。
か
か
る
原
則
が
内
部
事
項
原
則
（
冒
冨
ヨ
巴
》
籍
巴
震
0
8
巳
器
）
と
よ
ば
れ
る
。
し
か
し
、
現
在

で
は
、
大
半
の
裁
判
所
に
お
い
て
、
内
部
事
項
に
関
す
る
訴
え
を
受
理
す
る
か
ど
う
か
の
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
裁
判
所
の
管
轄
権
や
権
限
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　
　

問
題
で
は
な
く
、
裁
判
所
の
管
轄
権
の
行
使
に
関
す
る
裁
量
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
今
日
、
裁
判
所
に
お
い
て
は
訴
え
が
州
外

会
社
の
内
部
事
項
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
選
ば
れ
た
法
廷
地
が
訴
え
に
と
っ
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
の
決
定
に
際
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
い

て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
要
素
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
。
裁
判
所
は
、
そ
れ
が
訴
え
の
審
理
に
と
っ
て
不
適
切
ま
た
は
不
便
宜
な
法
廷
で
な
い
な
ら
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ゆ
ノ

州
外
会
社
の
内
部
事
項
に
関
す
る
訴
え
に
管
轄
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
今
日
で
は
、
裁
判
管
轄
権
の
側
面
に
お
い
て
、
州
外
会
社
と
そ
の
設
立
州
と
の
強
固
な
関
係
が
生
み
出
し
た
内
部
事
項
原

則
自
体
に
意
義
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
州
外
会
社
の
内
部
事
項
の
法
選
択
に
関
し
て
は
現
在
に
お

い
て
も
、
旧
き
裁
判
管
轄
権
の
原
則
に
関
し
て
看
取
し
え
た
の
と
同
様
の
会
社
の
内
部
事
項
と
設
立
州
間
の
密
接
な
関
係
が
残
存
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
州
外
会
社
の
内
部
事
項
に
関
す
る
問
題
に
活
動
地
州
の
裁
判
所
が
裁
判
管
轄
権
を
行
使
し
た
と
し
て
も
、
か
か
る
問
題
に
は
依
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ロ
　

設
立
州
法
が
適
用
さ
れ
る
　
　
今
で
は
こ
の
法
選
択
の
原
則
に
内
部
事
項
原
則
と
い
う
呼
称
を
与
え
て
も
差
し
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
　
　
こ

と
に
な
る
。

　
近
時
、
学
説
の
中
に
、
こ
の
よ
う
な
法
選
択
ル
ー
ル
の
正
当
性
を
認
め
つ
つ
も
、
一
州
は
そ
の
創
造
物
の
活
動
を
制
御
で
き
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
会
社
は
そ
の
法
的
存
在
を
付
与
し
た
州
の
法
に
よ
っ
て
常
に
支
配
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
っ
た
よ
う
な
説
明
を
採

一159一



用
せ
ず
に
、
適
用
の
便
益
、
確
実
性
、
容
易
さ
如
何
と
い
っ
た
よ
り
実
用
的
な
問
題
の
中
で
こ
の
ル
ー
ル
の
正
当
化
を
探
究
す
る
べ
き
で
あ
る

　
　
　
　
ハ
ぼ
マ

と
す
る
主
張
が
あ
る
の
は
興
味
深
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
内
部
事
項
に
は
一
体
い
か
な
る
事
項
が
包
摂
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
少
な
か
ら
ず
議
論
が
な
さ
れ

　
　
　
　
　
海
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
雄

て
き
て
い
る
力
　
内
部
事
項
が
会
社
組
織
の
構
造
や
株
主
と
経
営
者
の
間
の
ま
た
は
株
主
相
互
の
間
の
関
係
と
い
っ
た
会
社
の
内
部
関
係
で
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
は
殆
ど
異
論
が
な
い
と
い
え
る
。
た
だ
、
抵
触
法
的
側
面
か
ら
付
言
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
内
部
事
項
に
い
か
な
る
事
項
が

包
摂
さ
れ
う
る
の
か
と
い
う
問
題
は
ひ
と
つ
の
法
性
決
定
問
題
と
し
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
り
、
そ
の
点
で
の
注
意
が
払
わ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
特
に
、
内
部
事
項
に
関
す
る
問
題
に
そ
の
地
域
法
の
適
用
を
望
む
裁
判
所
は
内
部
事
項
原
則
を
回
避
す
る
た
め
に
内
部
事
項
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
　

意
味
内
容
を
狭
く
解
釈
し
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
。
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。
こ
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お
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す
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が
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落
し
て

一160一



合衆国における州外会社の法規制の概観

12111098151413

い
る
こ
と
、
設
立
州
法
を
解
釈
す
る
こ
と
が
不
得
策
で
あ
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こ
と
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起
こ
り
う
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判
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の
抵
触
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当
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さ
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8
冨
鈎
碧
器
6
“
9
拙
稿
「
擬
似
外
国
会
社
の
法
規
制
の
問
題
」
関
西
大
学
法
学
論
集
三
八
巻
四
号
一
〇
九
頁
以
下
参
照
（

一
九
八
八
年
）
。

四
　
一
州
内
に
お
け
る
州
外
会
社
の
活
動
と
そ
の
法
規
制

　
一
州
法
の
下
に
設
立
さ
れ
た
会
社
が
、
そ
の
設
立
州
以
外
の
州
で
営
業
活
動
を
行
お
う
と
思
え
ば
、
一
般
的
に
、
前
も
っ
て
営
業
活
動
を
行

お
う
と
す
る
州
に
よ
り
設
定
さ
れ
る
条
件
を
み
た
し
、
そ
の
州
の
営
業
許
可
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
。
か
か
る
州
外
会
社
の
州
内
営
業
活
動
に

際
し
て
な
さ
れ
る
資
格
付
与
（
ε
巴
凶
嘗
お
）
と
い
う
活
動
地
州
の
法
規
制
と
内
部
事
項
に
関
す
る
設
立
州
の
法
規
制
と
の
関
係
に
ふ
れ
て
お

き
た
い
。
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ハ
ユ
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

　
全
て
で
は
な
い
に
し
て
も
、
大
半
の
州
は
州
外
会
社
が
州
内
で
営
業
活
動
（
9
言
閃
9
ω
営
8
ω
）
を
す
る
前
に
そ
の
会
社
に
州
内
営
業
活

動
の
資
格
の
取
得
！
通
常
の
要
件
と
し
て
は
州
務
長
官
へ
の
定
款
の
謄
本
の
提
出
や
訴
状
送
達
を
受
け
る
為
の
代
理
人
の
指
定
等
ー
を
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む
ソ

求
す
る
制
定
法
を
有
す
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
制
定
法
に
州
外
会
社
が
服
し
な
か
っ
た
場
合
、
州
外
会
社
に
は
広
範
囲
の
制
裁
が
課
せ
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。
そ
の
内
容
は
州
に
よ
り
異
に
す
る
が
、
最
も
共
通
し
た
制
裁
は
か
か
る
制
定
法
に
服
し
な
か
っ
た
州
外
会
社
は
そ
の
期
間
中
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

の
会
社
が
締
結
し
た
契
約
に
関
し
て
訴
え
を
提
起
し
え
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
多
く
の
法
域
の
会
社
法
立
案
の
指
針
と
な
っ
て
い
る
模
範

会
社
法
を
み
て
み
よ
う
。
同
法
で
は
、
州
外
会
社
は
、
一
州
内
で
営
業
活
動
を
行
う
場
合
、
州
務
長
官
に
対
し
て
権
限
証
書
を
申
請
す
る
こ
と

　
　
ハ
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

を
要
し
、
か
か
る
権
限
証
書
を
州
務
長
官
か
ら
取
得
す
る
ま
で
は
、
こ
の
州
内
で
営
業
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
し
て
、
こ
の
州
の
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
レ

か
な
る
裁
判
所
に
お
い
て
も
訴
訟
手
続
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
さ
れ
る
。
た
だ
、
同
法
で
は
、
州
内
営
業
活
動
の
資
格
の
取
得
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

必
要
な
営
業
活
動
か
ら
、
明
示
に
幾
つ
か
の
内
部
事
項
が
除
外
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
、
先
ず
は
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら

に
、
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
同
法
は
、
州
内
営
業
活
動
資
格
付
与
後
も
、
州
外
会
社
の
内
部
事
項
に
つ
い
て
は
、
州
に
規
制
権
限
を
認
め
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
法
律
（
模
範
会
社
法
）
は
、
こ
の
州
に
、
こ
の
州
に
お
い
て
営
業
活
動
を
行
う
権
限
を
与
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

れ
た
州
外
会
社
の
組
織
ま
た
は
内
部
的
な
業
務
を
規
制
す
る
権
限
を
与
え
な
い
（
模
範
会
社
法
第
一
五
．
〇
五
条
ω
項
）
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
州
外
会
社
の
内
部
事
項
に
は
介
入
し
な
い
と
す
る
規
定
は
、
一
州
は
州
外
会
社
に
対
す
る
く
巨
8
ユ
巴
宕
類
R
（
監
督
権
）
を
有
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゆ
マ

な
い
と
い
う
コ
モ
ン
ロ
ー
原
則
の
制
定
法
化
に
過
ぎ
な
い
と
も
い
わ
れ
る
。

　
模
範
会
社
法
の
州
外
会
社
規
定
は
、
州
内
営
業
活
動
に
つ
き
権
限
証
書
を
得
た
州
外
会
社
に
州
内
会
社
と
同
じ
（
そ
れ
よ
り
大
き
く
な
い
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ど

特
権
の
行
使
を
認
め
、
ま
た
、
州
外
会
社
と
同
じ
制
限
を
課
す
も
の
で
あ
る
が
、
内
部
事
項
へ
の
介
入
を
州
に
権
限
付
け
る
も
の
で
は
な
い
。
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＞
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僧
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コ
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よ
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O
o
ヨ
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9
ω
ぎ
8
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ま
た
は
賃
き
超
＆
畠
げ
5
ぎ
8
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い
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な
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α
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ぎ
閃
ど
ω
ぎ
8
ω
」
の
項
目
　
英
米
法
辞
典
（
一
九
九
一
年
）
、
英
米
商
事
法
辞
典
（
一
九
八
六
年
）
参
照
）
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
文
で
ふ

れ
る
模
範
会
社
法
で
も
、
包
括
的
な
定
義
付
け
を
せ
ず
、
そ
の
第
一
五
．
〇
一
条
㈲
項
で
は
嘗
き
銘
＆
9
9
9
ω
ヨ
8
ω
を
構
成
し
な
い
行
為
（
例
、

訴
訟
手
続
の
維
持
、
取
締
役
会
の
開
催
、
他
）
を
網
羅
的
で
は
な
い
が
列
挙
す
る
こ
と
に
よ
り
消
極
的
に
権
限
証
書
の
取
得
を
要
す
る
賃
き
脇
＆
2

9
9
の
ヨ
霧
の
の
定
義
付
け
を
す
る
（
“
霞
9
色
Oご
霧
ぎ
8
ω
O
o
臼
o
琵
試
8
＞
9
＞
目
9
讐
a
㈱
一
㎝
．
9
0
ヨ
鉱
巴
O
o
ヨ
ヨ
①
三
（
ω
＆
a
．
お
逡
）
）
。

国
局
。
ω
8
一
①
ω
帥
＆
，
＝
塁
b
o
コ
旨
9
0
塩
冨
誤
ゆ
b
⊃
。。
。
刈
（
卜
。
且
①
F
一
。
露
）
一
零
》
r
①
辞
き
r
『
ζ
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U
o
仁
α
q
巴
鼻
m
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幻
．
r
閃
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。
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§
ミ
8
一
①

一
）
ゆ
謡
S

戸
＞
9
r
亀
釦
r
r
竃
3
0
鑛
巴
目
’
雪
α
カ
，
［
扇
①
費
も
§
ミ
8
房
廿
ゆ
謡
。
。
葛
●
，
の
8
奮
・
＆
つ
＝
塁
』
§
ミ
8
言
G
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）
ゆ
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8

ζ
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O
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ω
仁
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冒
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。
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O
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臼
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建
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》
9
ゆ
㈱
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9
0
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■
O
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四
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旧
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5
ヨ
8
ω
O
o
∈
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》
9
＞
目
o
富
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q
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一
9
0
一
（
ロ
）
噸
一
9
8
（
四
y
呂
●
O
只
四
）
（
ω
＆
①
ρ
お
宝
）
9
な
お
、
同
法
の
条
文
訳
に
つ
い
て
は
『
ア
メ
リ
カ
模
範
会
社
法
』
北
沢
正
啓
・
平
出
慶

道
共
訳
（
一
九
八
八
年
）
が
あ
る
。

ζ
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ω
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＞
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帥
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〇
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α
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Φ
の
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O
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冨
訟
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p
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9
㈱
一
9
0
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寓
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α
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5
冒
8
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∈
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轟
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ゆ
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O
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固
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9
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O
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㎝
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℃
震
ヨ
臣
）
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ρ
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書
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ミ
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誉
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8
ミ
ミ
㍉
↓
書
等
。
臆
、
卜
§
亀
食
9
鳶
ミ
ミ
帖
§
｝

濠
↓
箒
切
5
ぎ
8
ω
r
四
≦
冷
円
①
O
ω
噛
刈
O
ω
（
一
〇
〇。
O
）
●

“
ζ
9
色
曽
ω
ぎ
8
ω
O
o
∈
o
『
呂
g
＞
g
》
目
o
聾
a
㈱
ま
。
8
0
霞
。
邑
O
o
目
ヨ
。
三
（
o
。
巳
＆
お
線
）
。

の
箋
内
o
ミ
蕃
”
9
越
o
ミ
慰
§
ミ
砺
§
亀
q
ぎ
誉
亀
9
ミ
お
o
。
㎝
U
爵
Φ
r
一
一
せ
8
（
お
。
。
㎝
）
，
こ
の
第
一
五
．
〇
五
条
ω
項
に
つ
い
て
は
、
二
〇

州
（
ア
ー
カ
ン
ソ
ー
州
、
フ
ロ
リ
ダ
州
、
ジ
ョ
ー
ジ
ァ
州
、
イ
リ
ノ
イ
州
、
ア
イ
オ
ワ
州
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
州
、

ミ
ズ
ー
リ
州
、
モ
ン
タ
ナ
州
、
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
、
オ
レ
ゴ
ン
州
、
サ
ゥ
ス
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
、
テ
ネ
シ
ー
州
、
テ
キ
サ
ス
州
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ

ア
州
、
ユ
タ
州
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
、
ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
州
）
が
こ
れ
に
相
当
す
る
制
定
法
を
採
用
し
て
お
り
、
州
に
州
外
会
社
の

内
部
事
項
を
規
制
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
（
“
ζ
＆
巴
頃
5
ぎ
8
ω
O
o
∈
o
『
呂
9
＞
9
＞
言
9
象
a
ゆ
一
9
霧
ω
雷
ε
δ
q
O
o
ヨ
冒
冨
8
ド

霊
α
q
耳
ω
き
α
口
呂
凶
一
三
①
ω
o
哺
U
o
ヨ
o
ω
一
一
〇
〇
〇
∈
o
醤
菖
8
ω
（
ω
巳
①
阜
お
漣
）
）
。
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五
　
お
わ
り
に

　
こ
れ
ま
で
の
若
干
の
概
観
で
は
、
も
ち
ろ
ん
、
州
外
会
社
の
法
規
制
の
中
で
、
会
社
の
内
部
事
項
に
関
す
る
法
選
択
原
則
で
あ
る
内
部
事
項

原
則
が
、
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
か
を
完
全
に
整
理
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
州
外
会
社
の
法
規
制
と
連
邦
憲
法
と
の
関
係
の
検

討
な
ど
、
残
さ
れ
た
重
要
な
課
題
は
多
い
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
会
社
内
部
事
項
に
関
す
る
法
選
択
原
則
が
ど
の
よ
う
な
存
在
意
義
を
有
し

て
い
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
を
考
察
す
る
第
一
歩
と
し
て
、
あ
る
程
度
は
州
外
会
社
を
取
り
巻
く
法
規
制
の
概
況
を
み
る
こ
と
は
で
き
た
と
思

わ
れ
る
。

　
こ
れ
ま
で
概
観
し
た
州
外
会
社
の
法
規
制
を
、
次
の
ω
、
ω
、
⑥
に
関
す
る
法
規
制
に
分
け
て
再
整
理
し
て
み
よ
う
。
州
外
会
社
の
ω
法

的
地
位
、
ω
営
業
活
動
、
そ
し
て
⑥
内
部
事
項
で
あ
る
。

　
ω
に
つ
い
て
は
、
次
の
働
に
関
す
る
法
規
制
に
お
け
る
州
内
営
業
活
動
の
資
格
付
与
と
は
異
な
り
、
一
般
に
、
条
件
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
な

く
、
い
ず
れ
の
州
に
お
い
て
も
承
認
さ
れ
る
。
た
だ
、
抵
触
法
第
ニ
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
ニ
九
七
条
で
は
そ
の
よ
う
な
承
認
の
法
的
根
拠
ー

礼
譲
に
よ
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
ー
は
特
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
の
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
で
は
、
依
然
と
し
て
、
会
社
は
、

そ
れ
を
創
造
し
た
法
の
所
属
州
の
領
域
を
越
え
て
法
的
存
在
を
有
し
え
ず
、
礼
譲
の
問
題
と
し
て
、
ま
た
は
肯
定
的
な
認
容
に
よ
っ
て
他
州
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ
　

存
在
し
た
り
、
営
業
活
動
す
る
権
利
を
そ
の
他
州
か
ら
得
る
と
さ
れ
る
。

　
働
に
関
す
る
法
規
制
に
つ
い
て
は
、
今
日
、
一
般
的
な
法
規
制
と
し
て
州
内
営
業
活
動
資
格
付
与
の
制
定
法
に
よ
る
規
制
を
あ
げ
る
こ
と
が

で
き
る
が
、
そ
の
よ
う
な
法
規
制
に
お
い
て
条
件
を
課
す
州
の
権
限
の
根
拠
は
、
自
州
の
創
造
物
で
は
な
い
州
外
会
社
を
排
斥
す
る
権
限
の
存

在
に
求
め
ら
れ
る
。
旧
態
依
然
と
し
た
理
論
構
成
を
と
る
法
規
制
で
あ
る
。
模
範
会
社
法
に
則
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
活
動
地
州
の
法
規
制
は
、

州
外
会
社
の
内
部
事
項
へ
の
介
入
を
州
に
権
限
付
け
る
も
の
で
は
な
い
と
い
え
る
。

　
⑥
に
関
す
る
法
規
制
に
つ
い
て
は
、
専
ら
内
部
事
項
原
則
の
下
、
会
社
が
設
立
州
以
外
の
州
で
活
動
し
よ
う
と
も
、
依
然
と
設
立
州
法
だ
け
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合衆国における州外会社の法規制の概観

に
よ
る
規
制
が
な
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
設
立
州
法
適
用
の
理
由
付
け
に
つ
い
て
は
、
一
州
は
そ
の
創
造
物
で
あ
る
会
社
の
活
動
を
制
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
を
採
用
せ
ず
に
、
実
用
的
な
問
題
の
中
で
探
究
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
も
見
出
せ
る
。

　
さ
て
、
こ
れ
ま
で
の
概
観
を
簡
単
に
再
整
理
し
た
が
、
先
ず
も
っ
て
、
ω
、
⑭
に
関
す
る
法
規
制
　
　
ω
に
関
す
る
法
規
制
に
つ
い
て
は
フ

レ
ッ
チ
ャ
ー
の
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
を
前
提
と
し
て
　
　
は
、
会
社
は
一
州
（
法
）
の
創
造
物
で
あ
る
と
の
理
解
か
ら
始
ま
る
一
八
○
○
年
代

半
ば
の
法
規
制
と
そ
の
規
制
の
理
論
構
成
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
は
、
大
き
く
変
わ
る
と
こ
ろ
の
な
い
旧
態
依
然
と
し
た
法
規
制
で
あ
り
、
会

社
と
設
立
州
と
の
密
接
な
つ
な
が
り
を
認
め
て
き
た
法
規
制
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
㈹
の
法
選
択
原
則
で
あ

る
内
部
事
項
原
則
　
　
確
か
に
、
設
立
州
法
の
適
用
に
つ
き
右
の
理
解
か
ら
出
発
し
な
い
新
た
な
理
由
付
け
を
見
出
せ
る
点
は
非
常
に
興
味
深

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

い
が
　
　
も
、
も
ち
ろ
ん
当
初
よ
り
設
立
州
法
と
の
密
接
な
つ
な
が
り
を
維
持
し
続
け
て
き
た
伝
統
的
な
原
則
で
あ
る
。
そ
し
て
、
法
規
制
の

規
制
範
囲
の
側
面
で
、
内
部
事
項
原
則
が
専
ら
担
う
⑥
に
関
す
る
法
規
制
は
、
ω
、
吻
に
関
す
る
法
規
制
と
重
複
を
き
た
す
も
の
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

特
に
、
吻
に
関
す
る
法
規
制
で
は
、
内
部
事
項
へ
の
介
入
が
企
図
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
以
上
よ
り
し
て
、
州
外
会
社

の
内
部
事
項
に
つ
い
て
設
立
州
法
の
適
用
を
要
求
す
る
法
選
択
原
則
で
あ
る
内
部
事
項
原
則
は
、
他
の
州
外
会
社
の
法
規
制
と
の
間
に
お
い
て

相
応
の
調
和
な
い
し
整
合
関
係
を
保
っ
て
き
た
、
な
い
し
保
っ
て
い
る
原
則
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
1
）

（
2
）43

抵
触
法
第
一
▽
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
ニ
九
七
条
に
い
う
法
的
地
位
の
承
認
と
こ
の
他
州
で
存
在
す
る
権
利
の
獲
得
と
の
関
係
の
整
理
は
残
さ
れ
た
問
題
で

あ
る
。

本
稿
で
は
、
州
外
会
社
に
関
す
る
法
規
制
と
基
本
的
原
則
の
概
観
に
主
眼
を
置
い
た
た
め
、
内
部
事
項
原
則
自
体
の
根
拠
な
い
し
理
由
付
け
に
関
し
て

は
、
リ
ー
ス
＆
カ
ウ
フ
マ
ン
の
見
解
を
簡
約
し
て
ふ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
抵
触
法
第
ニ
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
検
討
を
含
む
、
内
部
事
項
原
則
の
根
拠

な
い
し
理
由
付
け
の
整
理
は
後
日
に
譲
る
。

内
部
事
項
原
則
が
設
立
州
法
の
適
用
を
要
求
し
な
い
こ
と
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
模
範
会
社
法
を
み
た
限
り
で
は
、
と
い
う
前
提
は
付
く
が
。
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